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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小便器のボウル部に水を供給する洗浄水供給手段と、
　前記ボウル部の下部に設けられ尿および水が流れ込むトラップ部と、
　前記ボウル部の上部に設けられ、前記ボウル部の内部の領域であって前記ボウル部の上
部の位置と前記トラップ部との間のいずれかの領域に液滴化された水を散水する洗浄水散
水手段と、
　前記小便器の前方に存在する使用者を検知する人体検知手段と、
　を備え、
　前記洗浄水散水手段は、前記人体検知手段が前記使用者を検知すると前記液滴化された
水を散水し、
　前記洗浄水供給手段は、前記使用者が前記小便器の前方から遠ざかることを前記人体検
知手段が検知すると前記ボウル部に水を供給し、
　前記洗浄水散水手段は、前記洗浄水供給手段が前記ボウル部に前記水を供給した後であ
って、前記使用者が前記小便器の前方に存在しなくなったことを前記人体検知手段が検知
した後に前記液滴化された水をさらに散水し、
　前記洗浄水供給手段は、前記洗浄水散水手段が前記水を前記さらに散水した後に、前記
ボウル部にさらに水を供給する、
　ことを特徴とする小便器装置。
【請求項２】
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　小便器のボウル部に水を供給する洗浄水供給手段と、
　前記ボウル部の下部に設けられ尿および水が流れ込むトラップ部と、
　前記ボウル部の下部に設けられ、前記ボウル部の上方へ液滴化された水を散水する洗浄
水散水手段と、
　前記小便器の前方に存在する使用者を検知する人体検知手段と、
　を備え、
　前記洗浄水散水手段は、前記人体検知手段が前記使用者を検知すると前記液滴化された
水を散水し、
　前記洗浄水供給手段は、前記使用者が前記小便器の前方から遠ざかることを前記人体検
知手段が検知すると前記ボウル部に水を供給し、
　前記洗浄水散水手段は、前記洗浄水供給手段が前記ボウル部に前記水を供給した後であ
って、前記使用者が前記小便器の前方に存在しなくなったことを前記人体検知手段が検知
した後に前記液滴化された水をさらに散水し、
　前記洗浄水供給手段は、前記洗浄水散水手段が前記水を前記さらに散水した後に、前記
ボウル部にさらに水を供給する、
　ことを特徴とする小便器装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、小便器装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　小便器装置から発生する臭いについて、小便器装置のボウル部を水で洗い流すだけでは
、小便器装置の臭いを十分には除去できないことがある。そこで、小便器装置の臭いを除
去する種々の脱臭装置が提案されている。小便器装置の臭いの主な発生源は、小便器装置
に残存する尿が一般細菌により分解され生成されるアンモニアであると考えられている。
具体的には、小便器装置のトラップの内部に残存する尿が酵素により分解され、イオン化
したアンモニアと、ガス化したアンモニアと、が生成される。
【０００３】
　排尿によるエネルギー（例えば熱や水流など）がアンモニアイオンに加わると、アンモ
ニアイオンはアンモニアガスとなる。排尿により温度差が生ずると、アンモニアガスは、
上昇気流に乗り使用者の鼻の位置に到達する。このように、排尿後の数秒間で発生したア
ンモニアガスが使用者の鼻の位置に到達することで、使用者は、不快な臭いを感ずる。
【０００４】
　小便器装置の臭いを除去する方策の１つとして、一般細菌を殺菌することでアンモニア
等による臭気の発生を抑制する殺菌水供給機能付便器ユニットが提案されている（特許文
献１）。しかし、一般細菌を完全に殺菌することは困難である。この点において、特許文
献１に記載された殺菌水供給機能付便器ユニットには、改善の余地がある。
【０００５】
　また、穴内にカートリッジを装着した状態でフラッシュバルブを作動させたときに、空
所内に流入する洗浄水によってカートリッジ内の洗浄剤が一部溶出して散水孔から尿受け
凹所内に流出する男子用小便器の水洗装置がある（特許文献２）。しかし、特許文献２に
記載された男子用小便器の水洗装置は、男子用小便器の洗浄時に洗浄水とともに男子用小
便器内に洗浄剤を供給する。そのため、男子用小便器の使用後に男子用小便器内に残存す
る尿が一般細菌により分解されアンモニアが生成されることを抑制することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３４８０１７３号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０８１６０５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、臭いの発生を抑制するこ
とができる小便器装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、小便器のボウル部に水を供給する洗浄水供給手段と、前記ボウル部の下
部に設けられ尿および水が流れ込むトラップ部と、前記ボウル部の上部に設けられ、前記
ボウル部の内部の領域であって前記ボウル部の上部の位置と前記トラップ部との間のいず
れかの領域に液滴化された水を散水する洗浄水散水手段と、前記小便器の前方に存在する
使用者を検知する人体検知手段と、を備え、前記洗浄水散水手段は、前記人体検知手段が
前記使用者を検知すると前記液滴化された水を散水し、前記洗浄水供給手段は、前記使用
者が前記小便器の前方から遠ざかることを前記人体検知手段が検知すると前記ボウル部に
水を供給し、前記洗浄水散水手段は、前記洗浄水供給手段が前記ボウル部に前記水を供給
した後であって、前記使用者が前記小便器の前方に存在しなくなったことを前記人体検知
手段が検知した後に前記液滴化された水をさらに散水し、前記洗浄水供給手段は、前記洗
浄水散水手段が前記水を前記さらに散水した後に、前記ボウル部にさらに水を供給する、
ことを特徴とする小便器装置である。
【０００９】
　この小便器装置によれば、洗浄水供給手段は、小便器のボウル部の洗浄を行う。洗浄水
散水手段は、液滴化された水を散水し、トラップ部から発生するアンモニアを溶解する。
これにより、使用者がトラップ部から発生するアンモニアによる臭いを感ずることを抑制
することができる。また、この小便器装置によれば、小便器から発生するアンモニアによ
る臭いを効率的に抑制することができる。
【００１１】
　また、この小便器装置によれば、洗浄水散水手段がボウル部の下方へ液滴化された水を
散水するため、ボウル部の内部には、洗浄水散水手段から下方へ向かう気流が発生する。
そのため、ボウル部の内部で発生した気流は、アンモニアの上昇を抑えることができる。
また、洗浄水散水手段から散水された水は、アンモニアを溶解する。これにより、使用者
が小便器から発生するアンモニアによる臭いを感ずることを抑制することができる。
【００１２】
　また、液滴化された水を散水することにより、ボウル部の表面にあるアンモニア発生源
付近のアンモニアによる臭いを抑制することができることに加え、液滴が空間を通過する
際に、空間中に存在するアンモニアによる臭いをも抑制することができる。さらに、単位
水量あたりの水の表面積については、ボウル部の表面を伝う水の状態よりも、液滴化され
た水において著しく広くすることができる。結果、水がアンモニアと接触する面積を増や
し、効率的に臭いを抑制することができる。空間中に存在する臭いは、尿を起因とするア
ンモニアのみならず、使用者が排尿した後の尿そのものの臭い（例えばコーヒー臭などの
ような摂取した食物由来の臭い）もある。その臭いについても、液滴化された水の散水に
より臭いを抑制することができる。
　この小便器装置によれば、使用者が小便器に近づきアンモニアガスによる臭いを感ずる
前に、洗浄水散水手段は、ボウル部に水を散水しアンモニアガスによる臭いを抑制するこ
とができる。
【００１３】
　第２の発明は、小便器のボウル部に水を供給する洗浄水供給手段と、前記ボウル部の下
部に設けられ尿および水が流れ込むトラップ部と、前記ボウル部の下部に設けられ、前記
ボウル部の上方へ液滴化された水を散水する洗浄水散水手段と、前記小便器の前方に存在
する使用者を検知する人体検知手段と、を備え、前記洗浄水散水手段は、前記人体検知手
段が前記使用者を検知すると前記液滴化された水を散水し、前記洗浄水供給手段は、前記
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使用者が前記小便器の前方から遠ざかることを前記人体検知手段が検知すると前記ボウル
部に水を供給し、前記洗浄水散水手段は、前記洗浄水供給手段が前記ボウル部に前記水を
供給した後であって、前記使用者が前記小便器の前方に存在しなくなったことを前記人体
検知手段が検知した後に前記液滴化された水をさらに散水し、前記洗浄水供給手段は、前
記洗浄水散水手段が前記水を前記さらに散水した後に、前記ボウル部にさらに水を供給す
る、ことを特徴とする小便器装置である。
【００１４】
　この小便器装置によれば、洗浄水供給手段は、小便器のボウル部の洗浄を行う。洗浄水
散水手段は、液滴化された水を散水し、トラップ部から発生するアンモニアを溶解する。
これにより、使用者がトラップ部から発生するアンモニアによる臭いを感ずることを抑制
することができる。また、この小便器装置によれば、小便器から発生するアンモニアによ
る臭いを効率的に抑制することができる。
　また、この小便器装置によれば、洗浄水散水手段がボウル部上方へ液滴化された水を散
水するため、洗浄水散水手段から散水された水のうちの少なくとも一部は、ボウル部の外
側に漂うことができる。ボウル部の外側に漂う水は、ボウル部の外側に存在するアンモニ
アガスを溶解することができる。これにより、使用者は、小便器の臭いだけではなく、小
便器の周りの臭いを感じにくくなる。
　また、この小便器装置によれば、使用者が小便器に近づきアンモニアガスによる臭いを
感ずる前に、洗浄水散水手段は、ボウル部に水を散水しアンモニアガスによる臭いを抑制
することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の態様によれば、臭いの発生を抑制することができる小便器装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態にかかる小便器装置の要部構成を表すブロック図である。
【図２】本実施形態の第２の洗浄水供給手段の設置形態を例示する模式的斜視図である。
【図３】本実施形態の第２の洗浄水供給手段の他の設置形態を例示する模式的斜視図であ
る。
【図４】本実施形態のボウル部に供給される水の領域を表す模式的斜視図である。
【図５】本実施形態の第２の洗浄水供給手段が吐出する水の形状を説明する模式図である
。
【図６】本実施形態の第２の洗浄水供給手段が吐出する水の他の形状を説明する模式図で
ある。
【図７】本実施形態の第１の洗浄水供給手段および第２の洗浄水供給手段の具体例を例示
する模式図である。
【図８】本実施形態にかかる小便器装置の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図９】本発明者が実施した検討の結果の一例を表すグラフ図である。
【図１０】本発明者が実施した他の検討の結果の一例を表すグラフ図である。
【図１１】本発明者が実施したさらに他の検討の結果の一例を表すグラフ図である。
【図１２】本発明者が実施したさらに他の検討の結果の一例を表すグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかる小便器装置の要部構成を表すブロック図である。
　なお、図１は、水路系と電気系との要部構成を併せて表している。
【００２０】
　本実施形態にかかる小便器装置１００は、第１の洗浄水供給手段１４０と、第２の洗浄
水供給手段（アンモニア溶解手段、洗浄水散水手段）１６０と、小便器１７０と、を備え
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る。本実施形態にかかる小便器装置１００は、制御部１１０と、人体検知手段１２０と、
流路切替弁１３０と、機能水生成手段１５０と、を備えていてもよい。
【００２１】
　小便器１７０は、男子用小便器である。小便器１７０は、ボウル部１７１（図２および
図３参照）と、トラップ部１７３（図５参照）と、を有する。トラップ部１７３は、ボウ
ル部１７１の下部に設けられ、トラップ部１７３自身の内部において封水を形成する。こ
れにより、トラップ部１７３は、小便器装置１００の後方に設けられた図示しない横引排
水配管などから悪臭や害虫類などがトイレ室などに侵入することを防止することができる
。トラップ部１７３には、尿および水が流れ込む。
【００２２】
　流路切替弁１３０は、制御部１１０から送信された信号に基づいて、図示しない給水源
（例えば水道あるいはタンクなど）から供給された水が第１の洗浄水供給手段１４０へ導
かれる状態と、給水源から供給された水が第２の洗浄水供給手段１６０へ導かれる状態と
、を切り替える。
【００２３】
　第１の洗浄水供給手段１４０は、スプレッダ１４１を有し、流路切替弁１３０を介して
給水源から供給された水を小便器１７０のボウル部１７１に供給する。
【００２４】
　第２の洗浄水供給手段１６０は、散水部１６１を有し、流路切替弁１３０を介して給水
源から供給された水であって液滴化された水を散水部１６１から小便器１７０のボウル部
１７１に供給する。散水部１６１から小便器１７０のボウル部１７１に供給された水は、
アンモニアを溶解することができる。第２の洗浄水供給手段１６０が散水する液滴化され
た水の径は、例えば約１０マイクロメートル（μｍ）以上１２０００μｍ以下である。第
２の洗浄水供給手段１６０が散水する液滴化された水の径の詳細については、後述する。
【００２５】
　ここで、アンモニアの発生のメカニズムは、例えば次の通りである。　
　すなわち、便器に排尿がなされると、尿は、便器の表面に付着したり、トラップ部の封
水（滞留水）に滞留する。滞留した尿に、空気中や便器表面等に存在する一般細菌が付着
する。一般細菌は尿から栄養を吸収し、ウレアーゼ酵素を出す活動が活性化され、ウレア
ーゼ酵素より尿素の分解抑制が促進される。尿素はアンモニアと二酸化炭素に分解され、
そのアンモニアが悪臭の一因となる。また、発生したアンモニアにより、分解物の水素イ
オン濃度（ｐＨ）がアルカリ性に偏り、ｐＨが８．０から８．５を超えてアルカリ性に偏
ると、尿中に溶解していたカルシウムイオンが、難溶性のカルシウム化合物（リン酸カル
シウム等、また一般的に尿石と呼ばれる）になる。この尿石が菌の温床となり、加速度的
にこれまでの過程を繰り返し、一層のアンモニアを発生させることとなる。
【００２６】
　機能水生成手段１５０は、制御部１１０から送信された信号に基づいて、流路切替弁１
３０を介して給水源から供給された水により機能水を生成することができる。機能水は、
アンモニアを溶解および分解することができる。
【００２７】
　例えば、機能水生成手段１５０は、図示しない陽極板および図示しない陰極板を内部に
有し、制御部１１０から送信される信号に基づいて、内部を流れる水道水や雑用水を電気
分解できる。ここで、水道水は、塩化物イオンを含んでいる。塩化物イオンは、水源（例
えば、地下水や、ダムの水や、河川などの水）に例えば食塩（ＮａＣｌ）や塩化カルシウ
ム（ＣａＣｌ２）などとして含まれている。そのため、塩化物イオンを電気分解すること
により次亜塩素酸が生成される。その結果、機能水生成装置１５０において電気分解され
た水（電解水）は、次亜塩素酸を含む液（機能水）に変化する。　
　次亜塩素酸は、消臭成分あるいは殺菌成分として機能する。次亜塩素酸を含む液は、ア
ンモニアを溶解したり、分解したり、あるいは一般細菌などを殺菌したりすることができ
る。
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【００２８】
　なお、本実施形態の機能水生成手段１５０は、次亜塩素酸を含む液を生成することに限
定されるわけではない。機能水生成手段１５０において生成される機能水は、銀イオンや
銅イオンなどの金属イオンを含む液であってもよい。あるいは、機能水生成手段１５０に
おいて生成される機能水は、電解塩素やオゾンなどを含む液であってもよい。あるいは、
機能水生成手段１５０において生成される機能水は、酸性水やアルカリ水であってもよい
。これらの中でも、次亜塩素酸を含む溶液は、アンモニアをより溶解および分解すること
ができる。また、機能水生成手段１５０は、陽極板および陰極板を有する電解槽ユニット
に限定されるわけではない。
【００２９】
　機能水生成手段１５０が制御部１１０から送信される信号に基づいて機能水を生成する
場合には、第２の洗浄水供給手段１６０は、機能水生成手段１５０において生成された機
能水を散水部１６１から小便器１７０のボウル部１７１に供給する。　
　一方で、機能水生成手段１５０が機能水を生成しない場合には、第２の洗浄水供給手段
１６０は、流路切替弁１３０および機能水生成手段１５０を介して給水源から供給された
水（この水を真水と呼ぶ。真水は給水源から供給される水道水や雑用水である。）を散水
部１６１から小便器１７０のボウル部１７１に供給する。
【００３０】
　人体検知手段１２０は、小便器１７０の前方にいる使用者、すなわち小便器１７０から
前方へ離間した位置に存在する使用者を検知することができる。このような人体検知手段
１２０としては、例えば、赤外線投受光式の測距センサや、焦電センサや、ドップラーセ
ンサなどのマイクロ波センサなどを用いることができる。
【００３１】
　本実施形態によれば、第２の洗浄水供給手段１６０は、小便器１７０のボウル部１７１
に水を供給し、ボウル部１７１の内部に生成されたアンモニアおよびボウル部１７１の周
辺に存在するアンモニアの少なくともいずれかを溶解および分解する。ボウル部１７１の
周辺に存在するアンモニアとは、例えば、ボウル部１７１の周辺に漂うアンモニアあるい
はボウル部１７１の周辺に浮遊しているアンモニアをいう。これにより、第２の洗浄水供
給手段１６０は、小便器装置１００から発生するアンモニアによる臭いを抑制することが
できる。また、第１の洗浄水供給手段１４０は、小便器１７０のボウル部１７１に水を供
給し、小便器１７０に付着した尿を除去し、例えば体毛などの異物を除去することができ
る。また、第１の洗浄水供給手段１４０は、小便器１７０のトラップ部１７３に水を供給
し、トラップ部１７３の内部の封水を新たに供給された水で置換することができる。
【００３２】
　第２の洗浄水供給手段１６０から散水された水であって液滴化された水は、ボウル部１
７１の内部に生成されたアンモニアおよびボウル部１７１の周辺に存在するアンモニアの
少なくともいずれかを効率的に溶解する。これにより、第２の洗浄水供給手段１６０が液
滴化された水を散水部１６１から小便器１７０のボウル部１７１に散水する場合には、小
便器装置１００から発生するアンモニアによる臭いをより抑制することができる。
【００３３】
　第２の洗浄水供給手段１６０から散水された機能水は、ボウル部１７１の内部に生成さ
れたアンモニアおよびボウル部１７１の周辺に存在するアンモニアの少なくともいずれか
を溶解し分解する。これにより、第２の洗浄水供給手段１６０が機能水を散水する場合に
は、例えばアンモニアを溶解した水が小便器１７０の周りに付着し蒸発しても、アンモニ
アによる臭いが再び発生することを抑制することができる。
【００３４】
　前述したように、第２の洗浄水供給手段１６０が散水する液滴化された水の径は、約１
０μｍ以上である。これにより、第２の洗浄水供給手段１６０から散水された液滴が空間
を浮遊し続ける程度が低くなり、意図しない空間まで飛散することを抑制することができ
る。そのため、第２の洗浄水供給手段１６０から散水された液滴により、使用者が濡れた
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り、小便器１７０の周りが濡れることを抑制することができる。また、第２の洗浄水供給
手段１６０が散水する液滴化された水の径は、約１２００μｍ以下である。これにより、
第２の洗浄水供給手段１６０から散水された液滴が比較的早く落下し、アンモニアを溶解
する効果が低下することを抑制することができる。
【００３５】
　ここで、水の径の数値の定義について述べる。第２の洗浄水供給手段１６０から散水さ
れる水の径は、一般的に一定の範囲を持っている。粒径の積算％の分布曲線が５０％の横
軸と交差するポイントの粒子径を５０％径（一般的にメディアン径と呼ばれる）を、水の
径とする。
【００３６】
　図２は、本実施形態の第２の洗浄水供給手段の設置形態を例示する模式的斜視図である
。　
　図２に表したように、例えば、第２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１は、小便器
１７０のボウル部１７１の上部に設けられている。散水部１６１は、ボウル部１７１の下
方へ液滴化された水を散水する。ここでいう「下方」とは、鉛直方向の下向きに限定され
ず、水平方向から下側の方向を含む。つまり、ここでいう「下方」とは、水平方向および
水平方向よりも上側の方向を除く方向をいう。
【００３７】
　これによれば、散水部１６１がボウル部１７１の上部から下方へ液滴化された水を散水
するため、ボウル部１７１の内部には、散水部１６１から下方へ向かう気流が発生する。
そのため、ボウル部１７１の内部で発生した気流は、アンモニアの上昇を抑えることがで
きる。また、散水部１６１から散水された水は、アンモニアを溶解する。さらに、散水さ
れた水が次亜塩素酸を含む機能水である場合には、アンモニアの溶解に加え、アンモニア
を無臭物質に分解する。これにより、使用者は、小便器装置１００から発生するアンモニ
アによる臭いを感じにくくなる。
【００３８】
　また、液滴化された水を散水することにより、ボウル部１７１の表面にあるアンモニア
発生源付近のアンモニアによる臭いを抑制することができることに加え、液滴が空間を通
過する際に、空間中に存在するアンモニアによる臭いをも抑制することができる。さらに
、単位水量あたりの水の表面積については、第１の洗浄水供給手段１４０から供給される
ボウル部１７１の表面を伝う水の状態よりも、液滴化された水において著しく広くするこ
とができる。結果、水がアンモニアと接触する面積を増やし、効率的に臭いを抑制するこ
とができる。空間中に存在する臭いは、尿を起因とするアンモニアのみならず、使用者が
排尿した後の尿そのものの臭い（例えばコーヒー臭などのような摂取した食物由来の臭い
）もある。その臭いについても、液滴化された水の散水により臭いを抑制することが可能
である。
【００３９】
　図３は、本実施形態の第２の洗浄水供給手段の他の設置形態を例示する模式的斜視図で
ある。　
　図３に表したように、例えば、第２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１は、小便器
１７０のボウル部１７１の下部に設けられている。散水部１６１は、ボウル部１７１の上
方へ液滴化された水を散水する。ここでいう「上方」とは、鉛直方向の上向きに限定され
ず、水平方向から上側の方向を含む。つまり、ここでいう「上方」とは、水平方向および
水平方向よりも下側の方向を除く方向をいう。
【００４０】
　これによれば、散水部１６１がボウル部１７１の下部から上方へ液滴化された水を散水
するため、散水部１６１から散水された水のうちの少なくとも一部は、ボウル部１７１の
外側に漂うことができる。ボウル部１７１の外側に漂う水は、ボウル部１７１の外側に存
在するアンモニアガスを溶解することができる。これにより、使用者は、小便器１７０の
臭いだけではなく、小便器１７０の周りの臭いを感じにくくなる。
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【００４１】
　図４は、本実施形態のボウル部に供給される水の領域を表す模式的斜視図である。　
　図４（ａ）は、本実施形態の第１の洗浄水供給手段１４０からボウル部１７１に供給さ
れる水の領域を表す模式的斜視図である。図４（ｂ）は、本実施形態の第２の洗浄水供給
手段１６０からボウル部１７１に供給される水の領域を表す模式的斜視図である。
【００４２】
　図４（ａ）に表したように、例えば、第１の洗浄水供給手段１４０のスプレッダ１４１
は、小便器１７０のボウル部１７１の上部に設けられている。なお、スプレッダ１４１の
設置形態は、図４（ａ）に表した例に限定されるわけではない。図４（ａ）に表した第１
の領域１７１ａのように、スプレッダ１４１は、ボウル部１７１の略中央部に水を供給す
る。つまり、第１の領域１７１ａは、第１の洗浄水供給手段１４０のスプレッダ１４１か
ら供給される水により洗浄されるボウル部１７１の内部の領域である。
【００４３】
　ボウル部１７１の内部において第１の領域１７１ａの左右両側（横側）には、第２の領
域１７１ｂが存在する。第２の領域１７１ｂは、第１の洗浄水供給手段１４０のスプレッ
ダ１４１から供給される水によっては洗浄されないボウル部１７１の内部の領域である。
ボウル部１７１の内部においてリップ部１７５には、第３の領域１７１ｃが存在する。第
３の領域１７１ｃは、第２の領域１７１ｂと同様に、第１の洗浄水供給手段１４０のスプ
レッダ１４１から供給される水によっては洗浄されないボウル部１７１の内部の領域であ
る。本願明細書において「リップ部」とは、小便器１７０の側面１７９から前方へ突出し
た部分をいう。
【００４４】
　図２に関して例示したように、例えば、第２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１は
、小便器１７０のボウル部１７１の上部に設けられている。図４（ｂ）に表した第４の領
域１７１ｄのように、散水部１６１は、ボウル部１７１の略全体に水を供給する。つまり
、第４の領域１７１ｄは、ボウル部１７１の内部の領域であって、第２の洗浄水供給手段
１６０の散水部１６１から供給される水の散水領域である。図４（ｂ）に表したように、
第４の領域１７１ｄは、第２の領域１７１ｂのうちの少なくとも一部を含む。第４の領域
１７１ｄは、第３の領域１７１ｃのうちの少なくとも一部を含む。
【００４５】
　これによれば、第２の洗浄水供給手段１６０は、第１の洗浄水供給手段１４０によって
は水が供給されない領域（第２の領域１７１ｂおよび第３の領域１７１ｃ）のうちの少な
くとも一部に水を散水し供給することができる。そのため、第１の洗浄水供給手段１４０
によっては水が供給されない領域に付着した尿から発生するアンモニアによる臭いを抑制
することができる。これにより、小便器装置１００から発生するアンモニアによる臭いを
抑制することができる。また、第１の洗浄水供給手段１４０によっては水が供給されない
領域を洗浄することができる。
【００４６】
　第２の洗浄水供給手段１６０が１回の動作でボウル部１７１に供給する水の量は、第１
の洗浄水供給手段１４０が１回の動作でボウル部１７１に供給する水の量よりも少ない。
第２の洗浄水供給手段１６０が１回の動作でボウル部１７１に供給する水の量は、例えば
約２０ミリリットル（ｍＬ）以上１００ｍＬ以下程度である。第１の洗浄水供給手段１４
０が１回の動作でボウル部１７１に供給する水の量は、例えば約０．４リットル（Ｌ）以
上１．５Ｌ以下程度である。
【００４７】
　これによれば、第２の洗浄水供給手段１６０は、第１の洗浄水供給手段１４０から供給
される水によっては洗浄されないボウル部１７１の内部の領域（第２の領域１７１ｂおよ
び第３の領域１７１ｃ）のうちの少なくとも一部を比較的少量の水で効率的に洗浄するこ
とができる。そのため、節水を実現することができる。
【００４８】
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　使用者の排尿行為は、ボウル部１７１から尿が飛び出さないようボウル部１７１の左右
中央領域になされるものである。従って、小便器１７０のボウル部１７１の左右中央領域
上部に取り付けられたスプレッダ１４１の直下の領域には、使用者からの多量の尿が全面
的に付着することとなる。第１の洗浄水供給手段１４０から、スプレッダ１４１の直下の
領域に、多量の水を全面的に供給し尿をボウル部１７１から洗い流すことにより、尿を起
因とするアンモニアガスの発生を抑制することができる。一方、スプレッダ１４１の横側
を含む領域には、使用者からの尿の飛散りが局所的に付着することになる。
【００４９】
　これに対して、図４（ｂ）に表したように、スプレッダ１４１は、スプレッダ１４１自
身の横側の付近に水を散水し供給するため、スプレッダ１４１の横側の付近を洗浄するこ
とができる。そのため、スプレッダ１４１から散水された水は、使用者からの尿が局所的
に付着し、その尿を起因とするアンモニアガスを溶解することができる。あるいは、スプ
レッダ１４１から散水された水は、スプレッダ１４１の付近で小便器１７０の表面を洗浄
することができる。これにより、小便器装置１００から発生するアンモニアによる臭いを
抑制することができる。
【００５０】
　第１の洗浄水供給手段１４０から供給される水によっては洗浄されない領域には、第３
の領域１７１ｃが含まれる。第３の領域１７１ｃは、リップ部１７５の先端部を含む。リ
ップ部１７５には、尿が比較的付着しやすい。　
　これに対して、第２の洗浄水供給手段１６０は、リップ部１７５の先端部に水を散水し
供給することができる。これにより、小便器装置１００から発生するアンモニアによる臭
いを抑制することができる。
【００５１】
　第１の洗浄水供給手段１４０からボウル部１７１に供給された水は、ボウル部１７１の
表面を伝って下方へ流れる。第２の洗浄水供給手段１６０からボウル部１７１に供給され
た水であってボウル部１７１の表面に付着した水は、ボウル部１７１の表面を伝って下方
へ流れる。このとき、第２の洗浄水供給手段１６０からボウル部１７１に供給されボウル
部１７１の表面を伝う水の速度は、第１の洗浄水供給手段１４０からボウル部１７１に供
給されボウル部１７１の表面を伝う水の速度よりも遅い。また、第２の洗浄水供給手段１
６０がボウル部１７１に供給する水は、液滴化された水である。
【００５２】
　これによれば、第２の洗浄水供給手段１６０から供給されボウル部１７１の表面を伝う
水は、第１の供給手段１４０から供給されボウル部１７１の表面を伝う水よりも、ボウル
部１７１への接触時間を長くすることができ、尿への作用時間を長くすることができる。
従って、比較的少ない流量の水でボウル部１７１の表面の汚れを洗い流し、ボウル部１７
１を効率的に洗浄することができる。これにより、小便器装置１００から発生するアンモ
ニアによる臭いを抑制することができる。
【００５３】
　図５は、本実施形態の第２の洗浄水供給手段が吐出する水の形状を説明する模式図であ
る。　
　図５（ａ）は、本実施形態の小便器装置を側方からみたときの模式的断面図である。図
５（ｂ）は、第２の洗浄水供給手段が吐出する水を図５（ａ）に表した矢印Ａの方向に眺
めたときの模式的平面図である。
【００５４】
　図５（ａ）および図５（ｂ）に表したように、第２の洗浄水供給手段１６０の散水部１
６１から吐出された水の形状は、円錐形１６９を有する。図５（ａ）に表したように、第
２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１から吐出される水の範囲（散水範囲あるいは散
水範囲）は、ボウル部１７１の内部に収まる。つまり、第２の洗浄水供給手段１６０の散
水部１６１から散水される水は、ボウル部１７１の外側へ直接的には進行しない。
【００５５】



(10) JP 6455797 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

　これにより、散水部１６１から散水された水がボウル部１７１の外側に付着することが
抑制される。そのため、散水部１６１から散水された水により、使用者が濡れたり、小便
器１７０の周りが濡れることを抑制することができる。
【００５６】
　図５（ａ）に表したように、第２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１は、ボウル部
１７１の内側へ向かって水を散水する。言い換えれば、第２の洗浄水供給手段１６０の散
水部１６１から散水された水は、ボウル部１７１の内側へ向かう指向を有する。具体的に
は、第２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１から散水された円錐形１６９の水の軸１
６９ｃは、散水部１６１からみて後方へ向いている。
【００５７】
　これによれば、散水部１６１から散水された水により、使用者が濡れたり、小便器１７
０の周りが濡れることをより抑制することができる。また、第１の洗浄水供給手段１４０
から供給された水によっては洗浄されない領域に尿が付着しても、第２の洗浄水供給手段
１６０は、ボウル部１７１の表面に付着した尿を散水部１６１から散水された水で洗い流
すことができる。これにより、小便器装置１００から発生するアンモニアによる臭いを抑
制することができる。
【００５８】
　散水部１６１は、小便器１７０のボウル部１７１の内部の領域であってボウル部１７１
に対面した使用者の鼻の位置とトラップ部１７３との間のいずれかの領域に液滴化された
水を散水する。本願明細書において「使用者の鼻の位置」とは、小便器装置１００が設置
されたトイレ室の床面２０１から約１４０センチメートル（ｃｍ）以上１７０ｃｍ以下の
範囲の高さの位置をいうものとする。なお、小便器装置１００は、必ずしもトイレ室の床
面２０１に載置されるわけではなく、トイレ室の図示しない壁面に設置されることがある
。この場合でも、本願明細書において「使用者の鼻の位置」とは、トイレ室の床面２０１
から約１４０センチメートル（ｃｍ）以上１７０ｃｍ以下の範囲の高さの位置をいうもの
とする。
【００５９】
　図６は、本実施形態の第２の洗浄水供給手段が吐出する水の他の形状を説明する模式図
である。　
　図６（ａ）は、本実施形態の小便器装置を側方からみたときの模式的断面図である。図
６（ｂ）は、第２の洗浄水供給手段が吐出する水を図６（ａ）に表した矢印Ｂの方向に眺
めたときの模式的平面図である。
【００６０】
　図６（ａ）および図６（ｂ）に表したように、第２の洗浄水供給手段１６０の噴霧散水
部１６１から吐出された水の形状は、扇形１６９ａを有する。第２の洗浄水供給手段１６
０の散水部１６１は、ボウル部１７１の内側へ向かって水を散水する。言い換えれば、第
２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１から散水された水は、ボウル部１７１の内側へ
向かう指向を有する。具体的には、第２の洗浄水供給手段１６０の散水部１６１から散水
された扇形１６９ａの水の軸１６９ｄは、噴霧散水部１６１からみて略下方へ向いている
。他の吐出形態は、図５に関して前述した吐出形態と同様である。
【００６１】
　これによれば、小便器１７０の壁面への散水量（ボウル部１７１の表面を伝う水）を減
らし空間への散水を最大化することができる。これにより、ボウル部１７１の表面に付着
した尿に起因するアンモニア発生源の洗浄よりも空間に存在する臭い成分の消臭を最大化
することができる。
【００６２】
　図５および図６に表した吐出形態によれば、散水部１６１から散水された水は、トラッ
プ部１７３から発生するアンモニアを溶解する。さらに、散水された水が次亜塩素酸を含
む機能水である場合には、アンモニアの溶解に加え、アンモニアを無臭物質に分解する。
そのため、使用者は、トラップ部１７３から発生するアンモニアによる臭いを感じにくく
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なる。
【００６３】
　図７は、本実施形態の第１の洗浄水供給手段および第２の洗浄水供給手段の具体例を例
示する模式図である。　
　図７（ａ）は、第１の洗浄水供給手段および第２の洗浄水供給手段の具体例を例示する
模式的斜視図である。図７（ｂ）は、図７（ａ）に表した切断面Ａ１－Ａ１における模式
的断面図である。図７（ｃ）は、図７（ａ）に表した切断面Ａ２－Ａ２における模式的断
面図である。
【００６４】
　図７（ａ）～図７（ｃ）に表した具体例では、第１の洗浄水供給手段１４０および第２
の洗浄水供給手段１６０は、互いに一体化されている。図７（ｂ）に表したように、第１
の洗浄水供給手段１４０は、スプレッダ１４１を有する。スプレッダ１４１の内部には、
スプレッダ流路１４３が設けられている。図７（ｂ）および図７（ｃ）に表したように、
スプレッダ流路１４３の一端には、吐水口１４５が形成されている。スプレッダ流路１４
３を通して導かれた水は、吐水口１４５から吐出され小便器１７０のボウル部１７１に供
給される。
【００６５】
　第２の洗浄水供給手段１６０は、散水部１６１と、チューブ１６３と、を有する。散水
部１６１は、例えばノズルなどを有し、チューブ１６３の一端に接続されている。チュー
ブ１６３を通して導かれた水あるいは機能水は、液滴化された水あるいは液滴化された機
能水として散水部１６１から散水され小便器１７０のボウル部１７１に供給される。
【００６６】
　図７（ａ）および図７（ｂ）に表したように、本具体例の第１の洗浄水供給手段および
第２の洗浄水供給手段の内部には、人体検知手段１２０が設けられている。人体検知手段
１２０については、図１に関して前述した通りである。　
　なお、本実施形態では、第１の洗浄水供給手段１４０および第２の洗浄水供給手段１６
０は、互いに一体化されていることに限定されるわけではない。
【００６７】
　図８は、本実施形態にかかる小便器装置の動作を例示するタイミングチャート図である
。　
　まず、人体検知手段１２０が小便器１７０の前方において使用者を検知すると、制御部
１１０は、第２の洗浄水供給手段１６０の動作を制御し、第２の洗浄水供給手段１６０の
散水部１６１からボウル部１７１に水を供給する（タイミングｔ１）。つまり、第２の洗
浄水供給手段１６０は、使用者が小便器１７０に近づき小便器１７０を使用する前の状態
において散水部１６１からボウル部１７１に水を供給する（タイミングｔ１）。
【００６８】
　続いて、人体検知手段１２０が小便器１７０の前方で静止した使用者を検知すると、制
御部１１０は、第２の洗浄水供給手段１６０の動作を制御し、散水部１６１から散水され
る水を停止する（タイミングｔ２）。なお、制御部１１０は、人体検知手段１２０が小便
器１７０の前方で静止した使用者を検知した信号に基づいてではなく、散水部１６１が散
水した水の量に基づいて散水部１６１から散水される水を停止してもよい。
【００６９】
　図８に表した第２の洗浄水供給手段１６０に関する「オン」は、第２の洗浄水供給手段
１６０がボウル部１７１に水を供給する動作あるいは状態を表す。図８に表した第２の洗
浄水供給手段１６０に関する「オフ」は、第２の洗浄水供給手段１６０がボウル部１７１
に水を供給しない動作あるいは状態を表す。
【００７０】
　続いて、使用者が排尿行為を終了し、人体検知手段１２０が小便器１７０の前方から遠
ざかる使用者を検知すると、制御部１１０は、第１の洗浄水供給手段１４０の動作を制御
し、第１の洗浄水供給手段１４０のスプレッダ１４１からボウル部１７１に水を供給する
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（タイミングｔ３）。所定の量の水がボウル部１７１に供給されると、制御部１１０は、
第１の洗浄水供給手段１４０の動作を制御し、スプレッダ１４１から供給される水を停止
する（タイミングｔ４）。
【００７１】
　図８に表した第１の洗浄水供給手段１４０に関する「オン」は、第１の洗浄水供給手段
１４０がボウル部１７１に水を供給する動作あるいは状態を表す。図８に表した第１の洗
浄水供給手段１４０に関する「オフ」は、第１の洗浄水供給手段１４０がボウル部１７１
に水を供給しない動作あるいは状態を表す。
【００７２】
　続いて、使用者が小便器１７０の前方に存在しなくなったことを人体検知手段１２０が
検知すると、制御部１１０は、機能水生成手段１５０および第２の洗浄水供給手段１６０
の動作を制御し、機能水生成手段１５０において機能水を生成し、第２の洗浄水供給手段
１６０の散水部１６１からボウル部１７１に機能水を供給する（タイミングｔ５）。所定
の量の機能水がボウル部１７１に供給されると、制御部１１０は、機能水生成手段１５０
および第２の洗浄水供給手段１６０の動作を制御し、散水部１６１から散水される機能水
を停止する（タイミングｔ６）。
【００７３】
　続いて、第１の洗浄水供給手段１４０がボウル部１７１に水を供給して（タイミングｔ
３）から所定時間が経過すると、制御部１１０は、第１の洗浄水供給手段１４０の動作を
制御し、第１の洗浄水供給手段１４０のスプレッダ１４１からボウル部１７１に水を供給
する（タイミングｔ７）。所定の量の水がボウル部１７１に供給されると、制御部１１０
は、第１の洗浄水供給手段１４０の動作を制御し、スプレッダ１４１から供給される水を
停止する（タイミングｔ８）。これにより、小便器１７０のトラップ部１７３の内部の封
水を新たに供給された水で置換することができる。
【００７４】
　なお、タイミングｔ７～ｔ８の動作は、第１の洗浄水供給手段１４０がボウル部１７１
に水を供給した後（タイミングｔ４）から所定時間が経過したときに実行されてもよい。
あるいは、タイミングｔ７～ｔ８の動作は、第２の洗浄水供給手段１６０がボウル部１７
１に機能水を供給して（タイミングｔ５）から所定時間が経過したときに実行されてもよ
い。あるいは、タイミングｔ７～ｔ８の動作は、第２の洗浄水供給手段１６０がボウル部
１７１に機能水を供給した後（タイミングｔ６）から所定時間が経過したときに実行され
てもよい。
【００７５】
　このように、第２の洗浄水供給手段１６０が散水部１６１からボウル部１７１に水を供
給しアンモニアを溶解および分解するタイミングは、第１の洗浄水供給手段１４０がボウ
ル部１７１に水を供給するタイミングとは異なる。これにより、小便器装置１００から発
生するアンモニアによる臭いを効率的に抑制することができる。
【００７６】
　また、タイミングｔ１の動作に関して前述したように、第２の洗浄水供給手段１６０は
、使用者が小便器１７０に近づき小便器１７０を使用する前の状態において散水部１６１
からボウル部１７１に水を供給する。これにより、使用者が小便器１７０に近づきアンモ
ニアガスによる臭いを感ずる前に、第２の洗浄水供給手段１６０は、ボウル部１７１に水
を供給しアンモニアガスによる臭いを抑制することができる。なお、小便器１７０の使用
回数が一定以上となる場合、つまり一定時間間隔で連続する場合には、今回使用する使用
者にとって、例えば、前回使用者のタイミングｔ５～ｔ６の動作による第２の洗浄水供給
手段１６０からの機能水の供給による効果は、タイミングｔ１～ｔ２の動作による第２の
洗浄水供給手段１６０からの機能水の供給による効果とほぼ同程度となる。したがって、
タイミングｔ１～ｔ２における機能水の供給およびタイミングｔ５～ｔ６における機能水
の供給のいずれかを省略することも可能である。また、ｔ１～ｔ２の動作による第２の洗
浄水供給手段１６０からの機能水の供給を省略することで、小便器１７０を今回使用する
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使用者に対して、確実に、散水された機能水による被水を防止することができ好適である
。
【００７７】
　なお、図８を参照しつつ説明した小便器装置１００の動作は、一例であり、これだけに
限定されるわけではない。
【００７８】
　次に、本発明者が実施した検討の結果の一例について、図面を参照しつつ説明する。　
　図９は、本発明者が実施した検討の結果の一例を表すグラフ図である。　
　本発明者は、体積が０．６立方メートル（ｍ３）の箱の中に疑似尿（アンモニア温水）
を入れ、その箱に付設されたノズルから箱の中に水および機能水を散水させた。本発明者
は、機能水として次亜塩素酸を含む液を使用した。次亜塩素酸の濃度は、約２．５ｐｐｍ
（parts per million）程度である。
【００７９】
　図９に表したグラフ図の縦軸は、箱の中のアンモニアの残存率（％）を表す。図９に表
したグラフ図の横軸は、箱の中に水および機能水を散水させてから経過した時間（秒）を
表す。図９に表したグラフ図では、箱の中に水および機能水を散水させる前のアンモニア
の残存率を１００パーセント（％）としている。
【００８０】
　水および機能水を散水させた後の箱の中のアンモニアの残存率の推移は、図９に表した
通りである。すなわち、箱の中に水を散水させると、その箱の中のアンモニアは、水に溶
解される。また、箱の中に機能水を散水させると、その箱の中のアンモニアは、機能水に
溶解される。これにより、水および機能水は、比較的短時間で、アンモニアを溶解し除去
できることが分かる。機能水は、水（ここでは真水）と比較すると、より多くの量のアン
モニアを溶解し除去できることが分かる。これは、アンモニアをクロラミンという無臭物
質に分解しているためである。つまり、機能水のアンモニアに対する消臭効果は、水（こ
こでは真水）のアンモニアに対する消臭効果よりも高い。
【００８１】
　図１０は、本発明者が実施した他の検討の結果の一例を表すグラフ図である。　
　本発明者は、小便器１７０のボウル部１７１に疑似尿（アンモニア温水）を入れ、その
ボウル部１７１から発生する臭いのレベルの官能評価を行った。具体的には、本発明者は
、７名の被験者を選定し、その７名の被験者のそれぞれに対して、ボウル部１７１から発
生する臭いのレベルを１０段階で官能評価を行ってもらった。官能評価のタイミングは、
疑似尿を小便器１７０のボウル部１７１に入れた後と、第１の洗浄水供給手段１４０がボ
ウル部１７１に水を供給した後と、第２の洗浄水供給手段１６０がボウル部１７１に水を
供給した後である。
【００８２】
　本検討の結果は、図１０に表した通りである。すなわち、第１の洗浄水供給手段１４０
からボウル部１７１に供給された水は、ボウル部１７１の表面に付着した尿を洗い流す。
これにより、ボウル部１７１から発生する臭いのレベルを低下させることができる。また
、第２の洗浄水供給手段１６０から供給された水は、ボウル部１７１の内部に生成された
アンモニアを溶解する。これにより、ボウル部１７１から発生する臭いのレベルをさらに
低下させることができる。
【００８３】
　図１１は、本発明者が実施したさらに他の検討の結果の一例を表すグラフ図である。　
　図１１（ａ）は、アンモニアの濃度の測定位置を説明する模式的斜視図である。図１１
（ｂ）は、第１の位置におけるアンモニアの濃度の推移を例示するグラフ図である。図１
１（ｃ）は、第２の位置におけるアンモニアの濃度の推移を例示するグラフ図である。
【００８４】
　本発明者は、約２ヶ月間にわたって小便器１７０のボウル部１７１のアンモニアの濃度
を測定した。具体的には、本発明者は、約２ヶ月間にわたって１日に約１回の頻度で、ボ
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ウル部１７１に設けられた目皿１７７の上の約１０ミリメートル（ｍｍ）の位置（第１の
位置）１７７ａと、リップ部１７５の先端の上の約１０ｍｍの位置（第２の位置）１７５
ａと、におけるアンモニアの濃度を測定した。
【００８５】
　本発明者は、２つの小便器１７０を用いて本検討を実施した。第１の小便器１７０ａで
は、第１の洗浄水供給手段１４０は、ボウル部１７１に水を供給せず、第２の洗浄水供給
手段１６０は、次亜塩素酸の濃度が約２．５ｐｐｍの機能水をボウル部１７１に供給する
。第２の小便器１７０ｂでは、第１の洗浄水供給手段１４０および第２の洗浄水供給手段
１６０は、ボウル部１７１に水を供給しない。
【００８６】
　第１の小便器１７０ａでは、第２の洗浄水供給手段１６０は、第１の小便器１７０ａが
使用される毎に機能水をボウル部１７１に散水する。第２の洗浄水供給手段１６０がボウ
ル部１７１に供給する水の量は、１回あたり約６０ｍＬ程度である。本発明者は、本検討
を開始する前に、第１の小便器１７０ａおよび第２の小便器１７０ｂをトイレ用洗剤を用
いて洗浄した。本発明者は、検知管を用いてアンモニアの濃度を測定した。
【００８７】
　第１の小便器１７０ａおよび第２の小便器１７０ｂにおけるアンモニアの濃度の推移は
、図１１（ｂ）および図１１（ｃ）に表した通りである。すなわち、第１の洗浄水供給手
段１４０および第２の洗浄水供給手段１６０がボウル部１７１に水を供給しないと、第１
の位置１７７ａおよび第２の位置１７５ａにおけるアンモニアの濃度が上昇する（第２の
小便器１７０ｂ）。また、第１の洗浄水供給手段１４０がボウル部１７１に水を供給しな
くとも、第２の洗浄水供給手段１６０がボウル部１７１に水あるいは機能水を供給するこ
とで、第１の位置１７７ａおよび第２の位置１７５ａにおけるアンモニアの濃度の上昇を
抑えることができる（第１の小便器１７０ａ）。
【００８８】
　図１２は、本発明者が実施したさらに他の検討の結果の一例を表すグラフ図である。　
　図１２（ａ）は、本検討の条件を説明する模式的斜視図である。図１２（ｂ）は、液滴
化された水の径に対する水の飛散量を表すグラフ図である。　
　図１２（ｂ）に表したグラフ図の縦軸は、飛び散り量（飛散量）（ｍＬ）を表す。図１
２（ｂ）に表したグラフ図の横軸は、液滴化された水の径（μｍ）を表す。
【００８９】
　本発明者は、散水部１６１が散水する液滴化された水の径の違いによる、水の飛散量の
違いについて原理モデル環境での検討を行った。すなわち、本発明者は、孔２１１を有す
る板２１０と、感水紙２２０と、を用意した。孔２１１の径は、２０ｍｍ程度である。図
１２（ａ）に表したように、本発明者は、板２１０からみて一方の側に散水部１６１を設
置し、板２１０からみて他方の側に感水紙２２０を設置した。図１２（ａ）に表した状態
において、本発明者は、散水部１６１から液滴化された水を散水させ、感水紙２２０に付
着した水の量を測定した。
【００９０】
　感水紙２２０に付着した水の量（飛び散り量：飛散量）は、図１２（ｂ）に表した通り
である。すなわち、散水部１６１が散水した液滴化された水の径が１０μｍ以上１２００
μｍ以下である場合には、感水紙２２０に付着した水の量は、１ｍＬよりも少ない。一方
で、散水部１６１が散水した液滴化された水の径が１５００μｍである場合には、感水紙
２２０に付着した水の量は、１ｍＬ以上である。
【００９１】
　ここで、本発明者が得た知見によれば、感水紙２２０に付着した水の量（飛び散り量：
飛散量）が１ｍＬ以上である場合には、実際の小便器設置環境では、水の飛び散りを認識
することができる。そのため、使用者あるいは床への水の飛び散りを使用者に認識させな
いためには、液滴化された水の径は、１２００μｍ以下であることが好ましい。
【００９２】
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　また、液滴化された水の径が１０μｍよりも小さい場合には、その液滴化された水は、
空間を漂ったり、空間を浮遊したりする程度が高くなる。そのため、使用者あるいは床へ
の水の飛び散りを使用者に認識させないためには、液滴化された水の径は、１０μｍ以上
であることが好ましい。
【００９３】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、第１の洗浄水供給
手段１４０および第２の洗浄水供給手段１６０などが備える各要素の形状、寸法、材質、
配置などや第１の洗浄水供給手段１４０および第２の洗浄水供給手段１６０の設置形態な
どは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【００９４】
　１００ 小便器装置、　１１０ 制御部、　１２０ 人体検知手段、　１３０ 流路切替弁
、　１４０ 洗浄水供給手段、　１４１ スプレッダ、　１４３ スプレッダ流路、　１４
５ 吐水口、　１５０ 機能水生成手段、　１６０ 洗浄水供給手段、　１６１ 散水部、　
１６３ チューブ、　１６９ 円錐形、　１６９ｃ 軸、　１７０、１７０ａ、１７０ｂ、
１７０ｃ、１７０ｄ 小便器、　１７１ ボウル部、　１７１ａ 第１の領域、　１７１ｂ 
第２の領域、　１７１ｃ 第３の領域、　１７１ｄ 第４の領域、　１７３ トラップ部、
　１７５ リップ部、　１７５ａ 第２の位置、　１７７ 目皿、　１７７ａ 第１の位置、
　１７９ 側面、　２０１ 床面、　２１０ 板、　２１１ 孔、　２２０ 感水紙

【図１】 【図２】
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